
政
令
第

号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
牛
」
の
下
に
「
、
馬
（
農
林
水
産
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
し
か
」
を
「
鹿

」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
み
つ
ば
ち
」
を
「
蜜
蜂
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
に
つ
こ
う
い
わ
な
」
を
「
に
っ
こ
う
い

わ
な
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


